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・議事の内容   下記のとおり 

  ＜ 開会 ＞ 
事務局 お待たせしました。定刻になりましたので、ただ今から平成 27年度第 2回津

市男女共同参画審議会を開催させていただきます。 

 本日は、お忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。 

 議事に入るまで進行役を務めさせていただきます男女共同参画担当参事（兼）

男女共同参画室室長の市川でございます。 

それでは、まず初めに南人権担当理事から、御挨拶させていただきます。 

 

南人権担当理事  （理事 挨拶 省略） 
 

事務局  本日の審議会は、委員 12名中、12名の出席をいただいておりますので、津市
男女共同参画推進条例第 18条第 2項の規定により成立しておりますことを、御
報告いたします。 
 なお、本審議会につきましては、津市情報公開条例第 22条及び第 23条の規定
に基づき、公開審議としたいと思いますので、御了解いただきますようお願いし
ます。 
 また、議事録作成等のため、審議内容につきましては、録音をさせていただき
ますので、併せてよろしくお願いします。 
 それでは、会議に入ります前に、お手元の資料の確認をお願いいたします。 
 ・本日の事項書 
 ・第 2次津市男女共同参画基本計画 平成 26年度施策進捗状況に対する評価

と意見（案）に対する意見等 
 ・津市男女共同参画フォーラム「わあむ津」チラシ 
 ・情報紙「つばさ」第 19号 
また、御持参いただきました資料として 



 ・第 2次津市男女共同参画基本計画 平成 26年度施策進捗状況に対する評価
と意見（案） 

 ・平成 26年度第 2次津市男女共同参画基本計画施策進捗状況調書 
 以上です。お手元にございますでしょうか。 
 それでは、議事の進行を東福寺会長にお願いしたいと思います。 
東福寺会長、よろしくお願いいたします。 

 
東福寺会長 

 

 それでは、お手元の事項書に従い議事を進行したいと思います。 
 事項書 1 「第 2 次津市男女共同参画基本計画 平成 26 年度施策進捗状況に
対する評価と意見（案）について」です。 
男女共同参画室より説明をお願いします。 
 

 事項書１ 第２次津市男女共同参画基本計画 平成２６年度施策進捗状況に対
する評価と意見（案）について 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜施策進捗状況の評価経過及び評価と意見（案）の構成について説明＞ 
 ＜全体評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・昨年度「Ｅ」評価だった各担当課の取組が改善されたこと（減少したこと）

は特筆すべきことではないのではないか。（計画に揚げている以上、当然
のことではないか。） 

 （事務局） 
  「Ｅ」評価事業数が、平成 25 年度は 3 事業でしたが、平成 26 年度には 1

事業となりました。平成 25年度には実施していなかった事業に取り組み始め
たことを評価するとともに、今後も、より良い評価が得られるような事業と
なるよう取り組んでほしいということで、このまま全体評価の意見として掲
載したいと思います。 

 
 （委員からの意見） 
  ・各事業の課題を分析して、課題解決のための効果的な取組が必要。また、

事業の重点化を検討されたい。 
 （事務局） 
  各担当課（室）が実績を明確に把握した上で、課題を克服していくとともに、

男女共同参画について、幅広く推進していくために、多くの事業が掲げられ
ていますが、平成 29年度に予定している次期計画策定時には、重点化も考慮
しつつ、125事業を見直していく方向です。 

 
 （委員からの意見） 
  ・他市（福井市等）で導入している「男女共同参画推進員」を今後検討して

いただきたい。 
 （事務局） 
  毎年公募しています津市男女共同参画フォーラム実行委員の皆さんが、男女

共同参画フォーラムの開催及び男女共同参画推進事業である「紙芝居出前事
業」を実施して、男女共同参画の推進に取り組んでいます。 

 
東福寺会長 説明は以上ですが、御質問、御意見はございませんか。 

御質問、御意見等ないようですので、意見については、案のとおり掲載したい
と思います。 
 それでは、基本目標Ⅰ 男女共同参画意識の啓発について事務局からの説明を
お願いします。 
 

事務局  ＜基本目標Ⅰ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 



  ・男女共同参画の啓発について、関係機関との連携が受動的にならないよう
に、積極的に取り組んでほしい。 

 （事務局） 
  「連携した啓発活動」に対応した意見と思われます。御意見にもありますよ
うに、受動的な連携ではなく、市民に接する機会が多い市が、身近でわかりや
すい啓発をめざして、主体的に取り組むことが必要と考えています。 

 
 （委員からの意見） 
  ・情報紙つばさを津市内の各自治会まで配布できるよう増刷してほしい。 
  ・全マスコミへの PR方法を確立し、適確なる PRをめざしたらいかがですか。 
 （事務局） 
  2 つの意見は、「男女共同参画の実践につながる啓発」に対応した意見と思
われます。 

  情報紙つばさについては、現在は年 2回各 4,000部発行となっています。厳
しい財政状況もありますが、皆さんに情報紙の発行がわかるような配布方法
を、今後検討させていただきます。 

  また、ＰＲ方法については、市民の幅広い年齢層に対して、どのような方法
を選択すれば実践につながる啓発となるのか、対象者を考慮しながら検討して
いきたいと考えています。 

 
東福寺会長 説明は以上ですが、御質問、御意見はございませんか。 

 
森田委員  ＰＲの方法について、以前にもお話はさせていただいたのですが、3月に開催

されるフォーラムを、1月にＰＲを兼ねて、マスコミをこのような場に呼んで意
見を聞くということも必要ではないかと思います。 
 

事務局  報道関係のＰＲについて、3月 12日フォーラム開催は、2月 1日に広報課より
プレス発表を予定しております。このことによりマスコミからの問い合わせ時に
対応を行っています。 
 

杉浦副会長  「連携した啓発活動」について、関係機関との連携が受動的にならないように
という御意見をいただいていますので、提案ですが、「主体的に」または「積極
的に」という言葉を入れて「主体的に関係機関と連携して」または「積極的に関
係機関と連携して」とするのはいかがでしょうか。 
 

東福寺会長  「主体的」または「積極的」という言葉を入れても、この意見の趣旨は変わり
ませんので、意見を採用したいと思いますが、よろしいでしょうか。 
 御異論がないようですので、杉浦副会長の意見を採用させていただきます。 
 他に御意見がないようでしたら、基本目標Ⅱ 政策・方針決定の場における男
女共同参画について事務局からの説明をお願いします。 
 

事務局  ＜基本目標Ⅱ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・あらゆる分野での女性の活躍のなかで、なかなか進まない自治会長の女性

割合が平成 26 年度は県内でトップの割合であることなど御尽力していた
だいているのは高く評価するものの、市役所の審議会等の女性割合が 2年
続けて減少したことに加え平成 26 年度は大きく下がったことは非常に残
念であり、女性活躍を率先垂範すべき市役所の姿勢が問われる結果となっ
ている。 

   あて職や女性が少ない分野もあるので思うようにいかない状況はあると
思うが、30％の目標達成に向けて市役所全体で御尽力いただきたい。 

  ・審議会等の女性の委員登用率 30％を目標としているが、目標の達成に向
けて着実な進捗を図るべきである。 



  ・審議会の男女比率を 1：1にするのが望ましいので、特別配慮してほしい。 
 （事務局） 
  この 3つの意見は、「平成 26年度は「Ｃ」評価の事業あり」という、審議会

等への女性の登用推進事業が、女性委員割合の減少により「Ｃ」評価となっ
たことに対しての意見です。 

  1 つ目の意見の中に、津市の自治会長の女性割合が平成 26 年度は県内でト
ップの割合であるとありますが、津市の場合は、過去 3年間とも女性比率は、
三重県内では高い市となっています。 

  一方、審議会等の女性の登用は、27.5％から 23.1％に減少しており、残念
な結果となっています。 

  審議会等には、男性の意見も女性の意見も必要です。審議会等の男女比率を
1：1 にするには、厳しい状況ではありますが、審議会等を担当している各担
当課（室）と連携して、どのようにすれば女性委員が増加できるのか、少し
でもより良い評価となるよう事業に取り組んでいきたいです。 

 
 （委員からの意見） 
  ・男女共同参画をさらに推進（積極的改善）するため、副市長に女性を登用

することが望ましい。 
 （事務局） 
  「市職員の実践」に対しての意見と思われますが、どのような役職であって

も、性別にかかわらず、各々の能力や適性に応じた登用を実践していくこと
が必要だと考えています。 

  また、平成 27年 8月に成立した「女性の職業生活における活躍の推進に関
する法律（女性活躍推進法）」も踏まえながら、今後検討していくことになり
ます。 

 
東福寺会長  説明は以上ですが、御質問、御意見はございませんか。 

 
平井委員 

 

 女性活躍推進法が今年 4月から施行されるというところで、津市も地方公共団
体として特定事業主行動計画を策定する義務があると思いますが、その策定の検
討状況について紹介していただきたいです。 
 

事務局  現在、人事課で特定事業主行動計画策定に向け、状況を把握し、課題等を分析
し作業を進めています。今年 4月施行に向けて取り組んでいる状況です。 
 

平井委員 

 

 先程の管理職の登用と適性のことで説明がありましたが、市という職場におい
て、女性が活躍できる場として、率先して積極的に取り組んでいくべきだと思い
ますので、是非、効果の上がるよう具体的な取組を心掛けていただきたいと思い
ます。 
 

事務局  人事課との情報共有を行っていきたいと思います。 
 

北村委員  審議会等への女性の登用については、男女共同参画室だけでは荷が重い話です
ので、女性を登用していくための、仕組みづくりを審議会においてしていかなけ
ればならないと思います。 
 まず、一つは、トップの意識が大事だと思いますので、部長の集まる会におい
て議題にしてもらうことが必要で、トップから具体的に、女性登用率が低い市が
設置する審議会がある部長に対し、しっかり言ってもらう。例えば、防災ですが、
あて職が多く、いろいろな公共機関の長がなっていることが多いので、女性の委
員は、2～3％と低い数値になってしまうときがあるのですが、話をしていくと道
は見つかるのです。必ずしもトップが出てこなくてもいいこともあります。男女
共同参画室だけではなく、トップを巻き込むことが必要です。 
 もう一つは、審議会への女性委員の登用が進まない理由に、各課が前例踏襲で
やってしまう意識が結構強いので、委員改選の半年前から、今年は、この審議会



の委員は女性に代わることができるのではないかと具体的に働きかけます。3か
月前となると委員が固まってきますので、半年前には話を持ちかけ、検討をして
もらうのがいいのではないと思います。 
 津市の方法はわかりませんが、審議会委員の決定権は、各課長であり、その部
下が実際の作業をしています。県は、部長か次長が課長を呼んで具体的に話をし
て登用率を上げていく。このように地道な努力が必要でありますから、そういう
仕組みをつくらないといけないと思います。 
 

事務局 このことについて、付属機関の女性委員の目標達成率 30％以上ではあります
が、年々比率が下がっているのが現状であります。今年度、行政経営課長と検討
した結果、審議会委員の改選の時期を把握し担当課へ、今以上に女性登用の比率
を上げるための行動を起こしていくこととしました。 
 

平井委員 

 

 基本目標Ⅱの 4番目の意見の「市職員の実践」で「・まず、公的な市職員にお
いて、性別にかかわらず、能力や適性に応じた職員の配置を行う」と書かれてい
るのですが、平成 28年 4月 1日から女性活躍推進法が完全施行されることを踏
まえて、この表現を踏み込んだ言葉に変えることはできないでしょうか。 
 女性の登用等に関して女性活躍推進の具体的な取組の中で、一般事業主が一定
の数値を定めて取り組むことが法律上の義務になっておりますので、特定事業主
行動計画においても同じような考えだと思います。女性活躍推進においても、具
体性が少し見えるように、漠然とした書き方ではなくて、より積極的な取組をす
ると見えるような書き方にした方が良いのではないかと思います。 
 

事務局  女性活躍推進法に基づいた取組については、公務員が率先垂範していくことは
必要だと思います。 
 ただし、女性活躍推進法は、男性と女性が一緒になって取り組んでいくことを
めざしているので、「女性の登用」などという限定的な文言を表記すると、女性
のみを対象としているような誤解を与えてしまうかもしれないと考えるのです
が。 
 

平井委員  一般的に理解を得るのが難しいというのは、そうなのかもしれません。女性活
躍推進については、今後ずっと継続して取り組んでいかなければならない課題で
すので、女性活躍推進法ができた背景など、市民の方々に理解が得られるように、
幅広い周知を積極的にしていただく必要があると思います。 
 

東福寺会長 

 

 最終的な判断はお任せいただきたいと思います。 
 他に御意見がないようでしたら、基本目標Ⅲ 学校教育・生涯学習等における
男女共同参画の推進について、事務局からの説明をお願いします。 
 

事務局 

 

 ＜基本目標Ⅲ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・「・低年齢層からの男女共同参画の意識づくり」に「子どもの頃からのキ

ャリア教育の中で」とありますが、男女共同参画は、職業に関してのみで
はないため、「キャリア教育の中で」と限定して書いてしまわない方がよ
いのではないか。 

 （事務局） 
  検討委員会の中でも話し合いましたが、キャリア教育を単に職業教育と理解

するのではなくて、学校教育の中では、生き方まで含めての教育としている
ので、このような表記にしています。 

 
 （委員からの意見） 
  ・津市内の小学校・中学校・高校への出前講座により、意識向上が促進され

る。 



 （事務局） 
  津市男女共同参画フォーラム実行委員の皆さんに、男女共同参画推進事業で
ある「紙芝居出前事業」を実施していただいております。例えば、小学校へ行
き、将来の仕事について考えてもらうために「大きくなったら、どんな仕事を
しようかな？」という紙芝居とともに、津市の女性消防士にお話をしていただ
いたりしています。今後も継続して取り組んでいきたいと考えています。 

 
 （委員からの意見） 
  ・男女共同参画の根元は「思いやり」にありますので、”教科”に入れてい

くことが望ましい。 
 （事務局） 
  「思いやり」は「道徳」の領域になるかと思いますが、今後、「道徳」は特

別教科となる予定です。 
 

東福寺会長 

 

 説明は以上ですが、御質問、御意見はございませんか。 
 

平井委員 

 

 目次に「低年齢層から」とありましたので、キャリア教育は、低年齢層の子ど
もたちにそこまで必要なのかなと、幅広に教育といっても学校教育だけでなく、
家庭における教育とか、地域における活動をとおしての教育とか、特に「キャリ
ア教育」という言葉に違和感がありましたので、意見を出させていただきました。 
 

杉浦副会長  御指摘ありがとうございました。基本目標の施策の方向で、学校教育で子ども
の頃からの男女共同参画の理解の促進に関わってくる項目になるのですが、「キ
ャリア教育」というと、「キャリア＝職業選択」と以前は捉えられることが多か
ったので、そのような認識を持たれている市民の方が多いのではないかと思いま
す。実際には、幼稚園・保育園の段階の「キャリア教育」というのも活字になっ
ておりまして、小学校につきましても、地域、家庭、学校と連携した「キャリア
教育」が各校で導入されている現実がございます。 
 その中で将来の職業に向けたことだけではなくて、今回、この中に書かれてい
る固定的な性別役割分担意識というものを持たないようにするために、低年齢か
ら取り組んでいかなければと思います。県の統計でも、小学校の頃に根付いたも
のは、10年かけても 20年かけてもなかなか変わらないという結果も出ています
ので、そういった意識が芽生える前にしていく一つのアプローチとして、大切な
ことではないかという検討委員会の議論の中で、この文言を書かせていただいた
経緯があることを補足させていただきたいと思います。 
 また、道徳の教科化の話がありました。道徳が教科とされた時に使用されるテ
キストにどのようなものが盛り込まれていくかは把握していませんし、津市が採
択予定の教科書は存じませんが、他の県内の市町の採択を見る機会があった時な
どは、例えば、社会などでも固定的性別役割分担のことをわかりやすく解説して
あるような教科書を選んでいる市町もあります。教科にも入れていくという意見
とも関連すると思いますので、補足説明をさせていただきました。 
 

東福寺会長 

 

 それでは、この部分は案のとおりにさせていただきます。 
 他に、御質問、御意見はございませんか。 
 なければ、基本目標Ⅳ あらゆる場面における男女共同参画推進について、事
務局からの説明をお願いします 
 

事務局 

 

 ＜基本目標Ⅳ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・平成 27年 9月に「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が

施行され、働いている女性やこれから働こうとする女性が、自らの意思に
よってその思いを叶えることができる多様な働き方が求められているこ
とから、企業等へ女性活躍推進の機運醸成を図る必要があると考える。 



   なお、県では、平成 26年 9月に「女性の大活躍推進三重県会議」を設置
し、県内経済団体等の支援のもと、女性の活躍推進に御賛同いただける企
業や団体を広く募るとともに、「みえの活躍女子プロジェクト」と称して、
県内の働く場において、女性が活躍できる環境整備等の支援を行ってい
る。 

 （事務局） 
  「働く場における男女共同参画の推進には、性別に関係なく働きやすい環境
づくりが重要」に対しての、具体的な御意見とさせていただきます。 

 
 （委員からの意見） 
  ・年度ごとに重点化を図ってはどうか。施策が総花的であるため、課題の大

きい部分から、優先的に取り組むことが望ましいと思われる。 
 （事務局） 
  ここの基本目標が「あらゆる場面における男女共同参画の推進」ということ
から、多様な事業が掲げられていますが、評価はすべてＢ評価とされ、成果が
わかりにくいということになっています。 

  できるところから、少しでも男女共同参画を推進していきたいので、例えば
男女共同参画室の事業の中で、年度ごとで重点とするものを検討していくのも
一つの方法かと考えていますし、次期計画策定時にも、重点的に実施する事業
を検討していくことも必要かと思います。 

 
 （委員からの意見） 
  ・雇用の場へは行かれると思うので、『男女共同参画推進に関する事業所実

態調査（業種別）』をぜひ実施してほしい。 
 （事務局） 
  現計画策定のための資料として、平成 24年 2月に男女共同参画に関する事
業所調査を実施しており、次期計画策定に向けて、調査を検討していきます。 

 
東福寺会長 

 

 説明は以上ですが、御質問、御意見はございませんか。 
 

北村委員 

 

 もともと男女共同参画基本計画の中に、女性活躍推進の考えが含まれていない
ので、取り組むには難しいところもあるのですが、女性が働き続けることにより、
きちっとした生活基盤ができ、それでこそ初めて、経済的にも男女共同参画と言
えると思います。 
 女性が途中で仕事を辞め、再就職で非正規になってしまう、企業の方も働き続
けられるあるいは、活躍できる環境づくりをしっかり作っていくことが必要です
が、企業側が、女性の働き方・働きやすい環境ということがどのようなものか把
握できていないということがわかってきました。 
 県では企業向けに本を作ろうとしています。「活躍女子の職場づくり事例集」
で、経営者側に見てほしいと思っています。 
 女性に活躍してほしいのに会社に入ってすぐ辞めてしまう、それをどうしたら
よいのか、解決方法のヒントになる事例集を集めたものとなっています。 
 具体的には、悩んでいる企業のコンサルティングに役立てていただき、ワーキ
ングの中で、女性がどう考えているのか、どういう生き方を望んでいるのかを徹
底的に調べています。 
 企業は、男性とともに女性も働く場合、結婚、出産、育児による制約等をどの
ようにクリアしていくか、工夫することにより男女共同参画ができる社会をつく
ることになると思います。 
 

山口委員 

 

 意見ではなく質問です。「Ａ」評価の事業数の減少のところに「三重短期大学
の学生を対象にした就労支援」と書かれていますが、津市の男女共同参画の事業
と三重短期大学で行われる事業とは別のものではないでしょうか。 
 

東福寺会長  三重短期大学の就労支援が、津市全体の事業の中に含まれるのか、大学の学生



 に対する就労支援は、別物に捉えたらよいのではないかとの質問ですが、事務局
どうですか。 
 

山口委員 

 

 大学で行われている事業をこの（「平成 26年度施策進捗状況」の）中に記述す
るのが良いとか悪いとかいうことではなく、記述することの意味が分からないの
です。 
 

事務局 

 

 学生の就労支援については、将来働く場における男女共同参画についても考え
てほしいということがあり、また、三重短期大学が津市立の大学でもあることか
ら、ここに掲載しています。 
 

東福寺会長 

 

 この事業に対する本学の回答が、昨年度と同じであったことに対して、キャリ
ア支援などの授業の中で、女子学生だけでなく男子学生に対しても、男女共同参
画についての視点を取り入れながら、今後の就職やその先の進路について考える
機会を積極的に取り入れてほしいという御意見があったということでした。 
 

山口委員 

 

 三重短期大学は津市が設立母体となっていますが、大学として学生に対して就
労支援を行うのは当然のことです。それがこの書類に組み込まれていることに
（私は）違和感があるのです。 
 

杉浦副会長 

 

 山口委員からの御指摘の趣旨ですが、今回の事業に関して、就労支援の事業に
対する担当課が、三重短期大学事務局大学総務課であることから、津市立の三重
短期大学の事業として実施されたものに対する評価が「Ａ」から「Ｂ」になった
ので、意見として出てきています。 
 確かに御指摘のとおり、学生の就労支援というのは、三重短期大学の一つの組
織としての事業としてではなくて、津市内の学生に対しての就労支援にしていく
べきではないかということですが、そうであれば、他の事業でカバーをする、あ
るいは今後の計画策定段階での担当課を広げるとか、三重県内では、津市は国立、
県立、津市立、私立とすべての高等教育機関があるという特徴もあるので、対象
を広げる事業を追加するとか、そういうところで検討していくかどうかだと思い
ます。 
 今回の評価としては、対象の事業の運営主体が津市立の三重短期大学事務局総
務課と当初からなっていることから、特定の短期大学名が表記されてくるのは、
いたしかたないかと思います。 
 

山口委員 

 

意見の違いはあると思いますが、自分の意見に固執するものではありません。 
 

東福寺会長 

 

 現計画の事業名として出てきているので、評価していかなければならないと思
いますが、次期計画で検討していくことでよろしいでしょうか。 
 

事務局 

 

 以前の計画でも、現計画でも、津市の取組について策定していますので、この
ような表記となっています。 
 次期計画策定時には、検討課題としていきたいと思います。 
 

東福寺会長 

 

 他に、御質問、御意見はございませんか。 
 なければ、基本目標Ⅴ ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の推
進について、事務局からの説明をお願いします。 
 

事務局  ＜基本目標Ⅴ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・今年度、県が実施した「平成 27年度男女共同参画に関する県民意識と生

活基礎調査」の結果では、女性が出産後も離職せずに同じ職場で働き続け
るために、「保育所や学童クラブなど、子どもを預けられる環境の整備」



を求める意見が特に多かった。 
   保育所については、4月 1日現在での待機児童が 0人であり、保育サービ

スの充実にも努められているが、学童クラブについて未記載であることか
ら、育児しながら働き続けやすい環境の整備として、学童クラブの環境整
備にかかる記載が必要と考える。 

 （事務局） 
  学童保育については、基本目標Ⅴ－30において、「放課後児童対策の充実」
として生涯学習課が放課後児童の居場所の充実に努めており、御意見のよう
に、今後も継続して取り組むことが必要だと考えています。 

 
 （委員からの意見） 
  ・ワーク・ライフ・バランスが、仕事と育児・介護の両立に関してのみ議論

されるべきでなく、性別や年齢に係らず、地域生活や趣味や自己啓発など
様々な活動とのバランスをめざしていることの視点を失わず、対策に取り
組んでいただきたい。 

 （事務局） 
  市の取組として、育児・介護に対する事業が主なものとなっていますが、御

意見のとおり、仕事と生活全般にわたるバランスについて考慮していく必要
があると考えています。 

 
東福寺会長 

 

 説明は以上ですが、三重県の資料についてお願いします。 
 

北村委員 

 

 1月 24日の新聞記事に、男女雇用機会均等法が施行されて 30年、その年に、
1期生で入った女性総合職で残っているのは 2割、新聞記事のサブタイトルに育
児支援が遅れたと、なぜ 8割が辞めなければいけない状況であったか伺えるよう
な記事でありました。 
 そこで、三重県は昨年の 12月に県民意識と生活基盤調査を実施しました。そ
の中で、女性が出産後も離職せずに同じ職場で働き続けるために、復帰の際に何
が必要ですかと聞きましたら、グラフを見てわかるように、圧倒的に保育所や学
童クラブなど子どもを預けられる環境整備のニーズが高いということがわかり
ます。津市がどれだけのデータを示したか今のところ持ち合わせていないのです
が、単に保育所・幼稚園・学童クラブがあるのではなく、預けやすい運用がかな
り望まれているのではないかと思われますので、そのようなところを配慮する必
要があるのではないかと思います。 
 同時に、企業側が育児とか出産に配慮して、働きやすい、状況に応じた働き方
を選択できるような仕組みなども必要ですし、公的サービスまたは、それに準ず
る所に子どもが預けられることが、最も重視されてくることを紹介させていただ
きました。 
 

東福寺会長 

 

 資料ありがとうございました。御質問、御意見はございませんか。 
 他に御意見がないようでしたら、基本目標Ⅵ 男女共同参画を阻害するあらゆ
る暴力の防止について、事務局からの説明をお願いします。 
 

事務局  ＜基本目標Ⅵ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・相談が増加しているのであれば、それに対応するために必要な体制整備拡

充を図るべきではないか。 
 （事務局） 
  男女共同参画が実施している相談の件数も増加しています。相談は予約優先

ですが、今予約をしていただいても、相談は 2～3週間先となってしまうこと
もあります。そのようなことから、他の相談先を紹介したりしていますが、
相談しやすい環境づくりのため、課題解決に努めていきたいと考えています。 

 



東福寺会長 

 

 基本目標Ⅵについて、御質問、御意見をいただきたいと思いますが、いかがで
しょうか。 
 なければ、基本目標Ⅶ 男女共同参画の視点による健康づくりと生活支援につ
いて、事務局からの説明をお願いします。 
 

事務局  ＜基本目標Ⅶ 評価と意見について説明＞ 
 
 （委員からの意見） 
  ・3つ目の意見「・こころの健康づくりに関する意識の普及、啓発及び相談

体制の充実」に「ストレスチェックの実施」とありますが、「働く人のス
トレスチェック制度の義務化」に修正 

 （事務局） 
  ストレスチェック制度は、平成 26年 12月から義務づけされていますので、

御意見のように「働く人のストレスチェック制度の義務化などもあり」とさ
せていただきます。 

 
東福寺会長  ストレスチェックの実施につきましては、御指摘のように「働く人のストレス

チェック制度の義務化などもあり」と修正させていただきます。 
 御質問、御意見はございませんか。 
 ないようでしたら、今後のスケジュールということですが、本来なら本日の意
見を反映させて、再度審議会を開催し、評価と意見（案）を決定するところです
が、委員の皆様も日程的に厳しいところだと思います。 
 そこで、本年の御意見内容等を反映させた上で、取りまとめを会長、副会長に
一任していただけませんでしょうか。 
 ありがとうございます。 
 それでは、私と副会長で取りまとめをさせていただき、できあがりました「第
2次津市男女共同参画基本計画 平成 26年度施策進捗状況に対する評価と意見」
を、事務局から全委員の皆様に送付させていただくということにさせていただき
たいと思います。 
 この評価と意見につきましては、男女共同参画室を通じて、市長に上げさせて
いただきます。 
 事項書 2「その他」ですが、事務局何かありますか。 
 

 事項書２ その他 
事務局  ＜津市男女共同参画フォーラムわあむ津開催について説明＞ 

 
東福寺会長 

 

 本日予定していました案件は以上でございます。 
 また、今年度の審議会としては、今回が最後の予定です。 
 委員の皆様には、審議への御協力ありがとうございました。 
 

山口委員 

 

伺いたいことがあります。今審議しているのは「平成 26年度施策進捗状況に
対する評価と意見」についてです。しかし、間もなく平成 28年度が始まろうと
しています。皆様の御意見を読ませていただきましても、平成 27年度の社会状
況等を踏まえて意見をおっしゃっています。したがって「平成 26年度施策進捗
状況に対する評価と意見」を今（平成 27年度末である平成 28年 1月に）出すと
いう意味が私には非常にわかりづらいです。（「平成 26年度施策進捗状況に対す
る評価と意見」を）いつ活かしていくのか、いくら考えてもわかりません。通常、
ある年度のことに関する評価と意見は次年度に活かすことができますが、もう直
ぐ平成 28年度が始まりますので、これ（「平成 26年度施策進捗状況に対する評
価と意見」）が実際に活かされるのは、平成 29年度になってしまうのではなかろ
うかという気がします。したがって、「平成 26年度施策進捗状況に対する評価と
意見」のために皆さんが真剣にいろいろやってくださっていることにいったいど
ういう意味があるのか、私には理解できないのです。 
失礼ですが、私の経験から申しますと、私の前勤務先では次年度の目標・計画



は次年度の 4月から実施できるようにしています。また、当該年度の「業務実績
報告」（津市で言いますと「施策進捗状況」）は、次年度 4月に県に提出し、8月
に県の評価委員会から最終評価を受けています。これでも約半年ずれてしまい、
（前年度 4月から 3月までの期間の業務実績報告に対して）県の評価委員会から
いただいた評価・意見を活かすのは 9月からという結果になります。しかし、評
価・意見として出されたことはその年度に活かす体制になっています。 
津市の「平成 26年度施策進捗状況に対する評価と意見」はいつ活かされるか、

私には疑問に思えてならないのです。せっかく皆さんが一生懸命にやられたこと
が活かされる場があるのでしょうか。男女共同参画室もいろいろな仕事を抱えて
おられますが、皆さんの努力が活かされるようなサイクル、取組が必要ではなか
ろうかという気がします。 
もうひとつ申し上げます。事業は、やらないよりはやる方がよいのは確かです。

しかし、事業を実施したことがすなわち効果があったと、果たして言えるのでし
ょうか。極端な言い方ですが、事業実施イコール効果ととらえられているような
気がします。 
 もうひとつは、提案です。施策進捗評価は、だいたい「Ｂ」評価に偏り、「Ｂ」
評価に集中する傾向があります。事業の中には素晴らしい取組をされているとこ
ろもあるのですから、Ｓ評価があっても然るべきと思います。一生懸命にやって
もらったのですから、それを評価してもよいのではないかと思います。 
 以上、三点感じたことです。 
 

事務局  平成 27年度は、審議会の委員改選年であったため、第 1回の審議会の開催が
6 月となり、それから平成 26 年度施策進捗状況についての意見と評価について
検討委員会で進めていただいておりましたことから、例年より遅れていました。 
 次年度につきましては、年度当初に各担当者から平成 27年度の各施策の報告
を受けて審議会を開催し、平成 27年度施策進捗状況に対する評価と意見の検討
ができるように努めたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いします。 
 

山口委員 

 

 この評価がいつ反映されるのですか。 
 

事務局 

 

 各担当課からの各施策の進捗状況の報告に対し、審議会委員及び検討委員から
の意見及び質問をいただいた際に、当室からは、審議会委員からの意見等を各担
当課へ随時伝え、現在の事業に対し反映してもらうよう行っています。 
 

山口委員 

 

 御苦労かと思いますが、よろしくお願いします。書類作りだけにならないよう
にしてください。 
 

東福寺会長  ありがとうございました。他に意見はございませんか。 
 これを持ちまして、第 2回津市男女共同参画審議会の審議を終了いたします。 
 それでは、進行を事務局にお返しします。 
 

事務局 

 

 東福寺会長、議事運営ありがとうございました。 
 委員の皆様、長時間にわたる御審議ありがとうございました。 
 また、審議会委員の皆様には、任期が 2年となっておりますことから、来年度
も引き続きよろしくお願いします。 
 それでは最後に、南理事から、お礼を述べさせていただきます。 
 

南人権担当理事  （理事 挨拶 省略） 
 

  ＜ 開会 ＞ 
 


